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　合流式下水道は、雨天時に雨水と汚水が混合した下水の一部が未処理のまま川や海に放流されるこ

とから、本市では、雨水吐き口やポンプ場などから放流される未処理下水の汚濁負荷（＊1）や放流回数

の削減を図るため、昭和52(1977)年度に「合流式下水道雨天時越流水対策」を策定し、雨水貯留管・雨

水滞水池（＊2）などを建設して、汚濁負荷の高い初期雨水対策を進めてきました。平成16(2004)年度

には、新たに「合流式下水道緊急改善計画」を策定し、雨水吐き口やポンプ場から放流される夾雑物　

（＊3）を削減するため、合流改善スクリーン（＊4）の設置、ポンプ場スクリーンの目幅縮小などの取組を推

進してきました。引き続き、遮集管（＊5）の増強など合流改善対策施設の整備を推進していきます。

Ⅲ－2－(4)　合流式下水道の改善 下水

【計画期間の主な取組】

【改善対策の主な目標】

　合流式下水道の改善対策として、次

の3項目を計画目標に定め取組を推

進します。

　①汚濁負荷量の削減

　②公衆衛生上の安全確保

　③夾雑物の削減

　本市では「①汚濁負荷量の削減」と

「③夾雑物の削減」が完了しています。

＊1 汚濁負荷＝汚濁物質が水系に流れ、水域環境等に対して及ぼす悪影響。

＊3 夾雑物（きょうざつぶつ）＝下水に含まれる固形物で、管きょ内の堆積物の原因となる物質。

＊4 合流改善スクリーン＝雨水吐き口から放流される夾雑物を取り除くための装置。

＊5 遮集管＝合流式下水道の下水管きょの一つで、晴天時汚水及び一定量の雨水時下水を水処理センターへ　
送るための管きょ。（下図参照）

＊2 雨水貯留管・雨水滞水池＝汚濁負荷の高い初期雨水を一時的に貯留する施設。（本市では、浸水対策の役割  
　　を併せ持った施設）

六郷遮集幹線の整備を推進します。

大師河原貯留管を合流改善施設として活用するための大師河原ポンプ場の改築を推進します。

＊6 合流式下水道改善率＝合流式下水道改善面積/合流式下水道区域面積

合流式下水道改善率（＊6）

・六郷遮集幹線の整備完了
・大師河原ポンプ場の再構築（汚水系統の切替）
の完了に伴い大師河原貯留管の合流改善
対策施設としての整備完了

取組

〈合流式下水道改善率〉

令和2(2020)年度（実績）

令和3(2021)年度（見込み）

令和4(2022)年度（目標）

令和5(2023)年度（目標）

・六郷遮集幹線の整備
・大師河原ポンプ場の再構築着手 73.5％

100％

・六郷遮集幹線の整備
・大師河原ポンプ場の再構築（汚水系統の切替）

・六郷遮集幹線の整備
・大師河原ポンプ場の再構築（汚水系統の切替）

②
①

合流改善スクリーンなどの設置
③夾雑物の削減
：ゴミなどの削減

①汚濁負荷量の削減：放流水質の向上
②公衆衛生上の安全確保：河川への放流回数の半減

雨水吐き口などにおいてゴミなど
の河川への放流を抑制

遮集管の増強
遮集管の能力をアップするこ
とにより河川への放流を抑制

貯留管・滞水池の設置

水処理センターへ
送水し処理

雨水

汚水

河川

貯留管

遮集管

ポンプ

地表などに堆積した汚濁負荷の高い初期雨水
を貯留管などに取水し河川への放流を抑制

　「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の基本的方向の一つである「市役所が自ら率先して脱炭素化に

チャレンジしているまち」に基づき、事業活動に伴う温室効果ガス排出量を削減する取組を行っていきます。

Ⅳ－１－(1)　市役所の率先した環境配慮の取組 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

〈電動車導入に向けた取組〉

令和4（2022）年度
・乗用車における電動車導入の拡充(新規導入予定車両　6台)
・乗用車以外の車種における電動車導入に向けた取組の推進
・電気自動車等の導入に向けた環境整備の検討

取組

環境に配慮した行動の促進Ⅳ
Ⅳ－１　事業活動における適正な環境管理
　川崎市役所全体の温室効果ガス排出量は、民生部門で市内最大であり、上下水道局は、環境局に

次いで排出量が多いことから、その削減に率先して取り組む必要があります。また、エネルギーの使

用の合理化等に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）の改正、

並びに川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（温対条例）の制定により、平成22（2010）年4

月からは事業者単位で管理や報告を行うことになり、特定事業者（省エネ法・温対条例）又は特定排

出者（温対法）として上下水道局全体で、エネルギー管理や温室効果ガス排出量の削減に取り組んで

います。

　上下水道局では、環境に配慮した事業活動を推進するため、以下の取組を進めていきます。

照明・ＯＡ機器・空調管理
昼休み時などの不要な照明の消灯・ＯＡ機器の省電力設定、冷暖房温度（暖房＝19℃以下、冷房＝28℃）

を維持します。

廃棄物の削減・リサイクル
パンフレット等の配布部数の見直し、紙類・乾電池・ペットボトル等の分別排出を徹底します。

公用車への電動車（＊）の導入の推進
令和12（2030）年度までに公用車の温室効果ガス排出量の平成25（2013）年度比28%削減に向け

て、公用乗用車を代替時期に合わせて、全て電動車に入れ替えるとともに、乗用車以外の車種について

も、市場への投入状況等を踏まえて電動車への入替えに向けた取組を進めます。

令和5（2023）年度
・乗用車における電動車導入の拡充
・乗用車以外の車種における電動車導入に向けた取組の推進
・電気自動車等の導入に向けた環境整備の推進

令和6（2024）年度
・乗用車における電動車導入の拡充
・乗用車以外の車種における電動車導入に向けた取組の推進
・電気自動車等の導入に向けた環境整備の推進

令和7（2025）年度
・乗用車における電動車導入の拡充（新規導入予定車両　2台）
・乗用車以外の車種における電動車導入に向けた取組の推進
・電気自動車等の導入に向けた環境整備の推進

グリーン購入の推進
物品等の購入は、環境負荷の少ない電気製品や事務用品などを選択・使用します。

＊電動車＝電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、プラグインハイブリッド車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）。
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　省エネ法により、事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられており、上下水道局は「特定事業者」

として指定を受けています。エネルギー管理統括者等の選任、中長期計画書・定期報告書の作成・提出を

行う中で、上下水道局全体でのエネルギー使用量の把握及び適正管理を実施し、中長期における年平均

1%以上のエネルギー消費原単位（＊）の低減を目指していきます。

Ⅳ－1－(2)　省エネ法に基づくエネルギー管理の取組 水道 工水 下水

　温対法により、「特定排出者」として事業者単位（上下水道局）の温室効果ガス排出量については所管官

庁に報告を、温対条例では、上下水道局が「特定事業者」として、事業活動地球温暖化対策計画書・結果報

告書を作成し、環境局に提出しています。

　温対法及び温対条例に基づく事業者単位での温室効果ガス排出量の削減に、引き続き努めていきます。

Ⅳ－1－(3)　温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

引き続き、中長期における年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減を目指します。

【計画期間の主な取組】

＊エネルギー消費原単位＝エネルギー使用量をエネルギー消費と関連のある量で除した値で、エネルギー消費
　効率を比較するための単位。

水道・工業用水道事業の温室効果
ガス排出量の削減割合※

（平成25(2013)年度比）

令和3(2021)年度（見込み）

44.9%

令和7(2025)年度(目標)

53.3%

下水道事業の温室効果
ガス排出量の削減割合※

（平成25(2013)年度比）
21.1% 27.7%

【温室効果ガス排出量の削減目標】

「川崎市上下水道事業中期計画」では、上下水道局における温室効果ガス排出量について、令和7
（2025）年度までの削減目標を次のとおり定めています。

※目標値を算定する上で使用する電力排出係数は、川崎市地球温暖化対策推進基本計画において
　市役所の温室効果ガス排出目標量を算定する際に使用した値を用いる。

＜温室効果ガスの削減目標＞

温室効果ガス排出量の削減に向けて、設備更新に合わせた高効率型機器の採用、下水汚泥の二段
燃焼化に向けた段階的な設備更新などの取組を進めます。

センシング技術
《処理の進捗度に合わせた空気量に調整》

攪拌機の間欠運転
《稼働時間を減らして省エネ化を図る》

嫌気タンク 好気タンク

散気装置

流入

送風機

（溶存酸素）
DO

制御装置

流出

NH₄-N
（アンモニア）

無酸素タンク

　下水の処理には多くのエネルギーを必要とし、その過程で温室効果ガスが排出されます。そのような

中、2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロの達成には、新技術の導入が必要であることから、本市下

水道施設へ導入可能な新技術等の研究開発を推進していきます。

Ⅳ－2－(1)　下水道における環境技術などの研究開発 下水

【計画期間の主な取組】

Ⅳ－２　環境技術の研究開発及び活用
　地球規模での環境問題が深刻化する中、温室効果ガスの削減に向けた環境技術の研究開発は重要で

す。また、本市では優れた環境関連の技術やノウハウについて、海外展開する取組を全市的に進めていま

す。

　上下水道局では、環境技術の研究開発を推進するほか、「官民連携による国際展開」や「技術協力によ

る国際貢献」を通じた世界の水環境改善など、環境問題解決に向け、以下の取組を進めていきます。

2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するためには、省エネルギー化などによる温室効

果ガスの排出抑制、未利用エネルギーの活用による創エネルギー技術の導入、下水処理工程から排

出される温室効果ガスの削減などが重要であることから、以下に示す3分野の技術を対策の軸とし

て、本市下水道施設への適用可能性について調査・研究します。

省エネルギー化、処理方式変更等

温室効果ガスの排出抑制技術

未利用エネルギーの活用等

創エネルギー技術

温室効果ガスの分離・回収・利用・貯留等

排出された温室効果ガスの削減技術

新技術等の導入検討及び

研究開発への取組

温室効果ガスの排出抑制方策事例（センシング技術、撹拌機の間欠運転）
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　省エネ法により、事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられており、上下水道局は「特定事業者」

として指定を受けています。エネルギー管理統括者等の選任、中長期計画書・定期報告書の作成・提出を

行う中で、上下水道局全体でのエネルギー使用量の把握及び適正管理を実施し、中長期における年平均

1%以上のエネルギー消費原単位（＊）の低減を目指していきます。

Ⅳ－1－(2)　省エネ法に基づくエネルギー管理の取組 水道 工水 下水

　温対法により、「特定排出者」として事業者単位（上下水道局）の温室効果ガス排出量については所管官

庁に報告を、温対条例では、上下水道局が「特定事業者」として、事業活動地球温暖化対策計画書・結果報

告書を作成し、環境局に提出しています。

　温対法及び温対条例に基づく事業者単位での温室効果ガス排出量の削減に、引き続き努めていきます。

Ⅳ－1－(3)　温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

引き続き、中長期における年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減を目指します。

【計画期間の主な取組】

＊エネルギー消費原単位＝エネルギー使用量をエネルギー消費と関連のある量で除した値で、エネルギー消費
　効率を比較するための単位。

水道・工業用水道事業の温室効果
ガス排出量の削減割合※

（平成25(2013)年度比）

令和3(2021)年度（見込み）

44.9%

令和7(2025)年度(目標)

53.3%

下水道事業の温室効果
ガス排出量の削減割合※

（平成25(2013)年度比）
21.1% 27.7%

【温室効果ガス排出量の削減目標】

「川崎市上下水道事業中期計画」では、上下水道局における温室効果ガス排出量について、令和7
（2025）年度までの削減目標を次のとおり定めています。

※目標値を算定する上で使用する電力排出係数は、川崎市地球温暖化対策推進基本計画において
　市役所の温室効果ガス排出目標量を算定する際に使用した値を用いる。

＜温室効果ガスの削減目標＞

温室効果ガス排出量の削減に向けて、設備更新に合わせた高効率型機器の採用、下水汚泥の二段
燃焼化に向けた段階的な設備更新などの取組を進めます。

センシング技術
《処理の進捗度に合わせた空気量に調整》

攪拌機の間欠運転
《稼働時間を減らして省エネ化を図る》

嫌気タンク 好気タンク

散気装置

流入

送風機

（溶存酸素）
DO

制御装置

流出

NH₄-N
（アンモニア）

無酸素タンク

　下水の処理には多くのエネルギーを必要とし、その過程で温室効果ガスが排出されます。そのような

中、2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロの達成には、新技術の導入が必要であることから、本市下

水道施設へ導入可能な新技術等の研究開発を推進していきます。

Ⅳ－2－(1)　下水道における環境技術などの研究開発 水道水道水道水道水道水道水道水道水道 工水工水工水工水工水 下水

【計画期間の主な取組】

Ⅳ－２　環境技術の研究開発及び活用
　地球規模での環境問題が深刻化する中、温室効果ガスの削減に向けた環境技術の研究開発は重要で

す。また、本市では優れた環境関連の技術やノウハウについて、海外展開する取組を全市的に進めていま

す。

　上下水道局では、環境技術の研究開発を推進するほか、「官民連携による国際展開」や「技術協力によ

る国際貢献」を通じた世界の水環境改善など、環境問題解決に向け、以下の取組を進めていきます。

2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するためには、省エネルギー化などによる温室効

果ガスの排出抑制、未利用エネルギーの活用による創エネルギー技術の導入、下水処理工程から排

出される温室効果ガスの削減などが重要であることから、以下に示す3分野の技術を対策の軸とし

て、本市下水道施設への適用可能性について調査・研究します。

省エネルギー化、処理方式変更等

温室効果ガスの排出抑制技術

未利用エネルギーの活用等

創エネルギー技術

温室効果ガスの分離・回収・利用・貯留等

排出された温室効果ガスの削減技術

新技術等の導入検討及び

研究開発への取組

温室効果ガスの排出抑制方策事例（センシング技術、撹拌機の間欠運転）
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　水関連の技術・製品や海外ビジネスのノウハウを有する民間企業と、上下水道の事業運営の技術・ノウ

ハウを有する本市が連携し、関係省庁・団体の協力を得ながら水ビジネスを推進するプラットフォーム

「かわさき水ビジネスネットワーク（かわビズネット）」を通じて、「官民連携による国際展開」の活動を進

めます。

　また、水環境に問題が生じている国外の地域に対しては、独立行政法人国際協力機構（JICA）等と連

携し、開発途上国等への職員派遣や、羽田空港から近い立地である特性を生かした、海外からの研修生

や視察者の受入れにより、「技術協力による国際貢献」を行います。

Ⅳ－2－(2)　世界の水環境改善に向けた国際事業 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

かわビズネット会員企業の海外での水ビジネス実現に向けたJICA調査事業等への協力を行います。

かわビズネット総会やセミナーの開催、国際展示会への出展等による情報発信を実施します。

かわビズネット会員への支援
（ベトナム・バリアブンタウ省）

川崎国際環境技術展への出展

長期専門家によるラオス現地職員へのOJT インドネシア・マカッサル市での事前協議

インドネシア・バンドン市での現地調査 ワクワクアクアへの視察者の受入れ

ラオスにおけるJICA技術協力プロジェクト等への専門家派遣を推進します。

インドネシアにおけるJICA草の根技術協力事業を推進します。
（マカッサル市：漏水防止対策の取組　バンドン市：排水水質改善の取組）

海外からの研修生・視察者の受入れを実施します。

　本計画に基づく上下水道局における環境保全の取組状況や環境会計（＊）を市民の皆様にお知らせす

るために、環境計画年次報告書を作成・公表していきます。

Ⅳ－3－(1)　環境計画年次報告書の公表 水道 工水 下水

　環境計画年次報告書の公表、広報活動などを通じて、環境施策に係る取組を局内で共有し、職員の意

識の向上を図っていきます。

　職員研修の一環として、水道・下水道に関する研究発表会を開催し、環境技術の研究開発について職

員が発表・聴講する場を設け、また、新規採用職員研修において、環境に関する科目を盛り込み、知識の

習得及び意識の向上を図るとともに、講習会や研修等に職員を積極的に派遣します。

Ⅳ－3－(2)　職員の環境意識の向上 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

【計画期間の主な取組】

＊環境会計＝　　　　　環境保全の取組に必要とされる環境保全
コストと効果を比較し、その評価を明らかにするため
の会計手法。

Ⅳ－3　環境意識の向上に向けた取組の推進
　上下水道事業における環境施策を着実に推進するためには、全ての職員が環境問題に対する意識

を高め、環境に配慮して行動するとともに、積極的な情報提供を通じて、市民の皆様にも、上下水道

事業と環境問題の関わりを理解していただくことが重要であると考えています。

　上下水道局では、環境問題に対する職員及び市民の皆様の環境意識の向上に向けて、以下の取組

を進めていきます。

毎年度、環境計画年次報告書を作成・公表します。

環境計画に基づく取組を着実に推進するためには、上下水道局の職員一人ひとりが環境に配慮した

行動が必要であることから、局内では、環境施策に係る取組を共有するとともに、研究発表会や環境

に関する研修を開催します。さらに、新たな知見を取り入れるため、外部の講習会や研修等に職員を

積極的に派遣することで、職員の環境意識の向上を図っていきます。



28

　水関連の技術・製品や海外ビジネスのノウハウを有する民間企業と、上下水道の事業運営の技術・ノウ

ハウを有する本市が連携し、関係省庁・団体の協力を得ながら水ビジネスを推進するプラットフォーム

「かわさき水ビジネスネットワーク（かわビズネット）」を通じて、「官民連携による国際展開」の活動を進

めます。

　また、水環境に問題が生じている国外の地域に対しては、独立行政法人国際協力機構（JICA）等と連

携し、開発途上国等への職員派遣や、羽田空港から近い立地である特性を生かした、海外からの研修生

や視察者の受入れにより、「技術協力による国際貢献」を行います。

Ⅳ－2－(2)　世界の水環境改善に向けた国際事業 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

かわビズネット会員企業の海外での水ビジネス実現に向けたJICA調査事業等への協力を行います。

かわビズネット総会やセミナーの開催、国際展示会への出展等による情報発信を実施します。

かわビズネット会員への支援
（ベトナム・バリアブンタウ省）

川崎国際環境技術展への出展

長期専門家によるラオス現地職員へのOJT インドネシア・マカッサル市での事前協議

インドネシア・バンドン市での現地調査 ワクワクアクアへの視察者の受入れ

ラオスにおけるJICA技術協力プロジェクト等への専門家派遣を推進します。

インドネシアにおけるJICA草の根技術協力事業を推進します。
（マカッサル市：漏水防止対策の取組　バンドン市：排水水質改善の取組）

海外からの研修生・視察者の受入れを実施します。

　本計画に基づく上下水道局における環境保全の取組状況や環境会計（＊）を市民の皆様にお知らせす

るために、環境計画年次報告書を作成・公表していきます。

Ⅳ－3－(1)　環境計画年次報告書の公表 水道 工水 下水

　環境計画年次報告書の公表、広報活動などを通じて、環境施策に係る取組を局内で共有し、職員の意

識の向上を図っていきます。

　職員研修の一環として、水道・下水道に関する研究発表会を開催し、環境技術の研究開発について職

員が発表・聴講する場を設け、また、新規採用職員研修において、環境に関する科目を盛り込み、知識の

習得及び意識の向上を図るとともに、講習会や研修等に職員を積極的に派遣します。

Ⅳ－3－(2)　職員の環境意識の向上 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

【計画期間の主な取組】

＊環境会計＝　　　　　環境保全の取組に必要とされる環境保全
コストと効果を比較し、その評価を明らかにするため
の会計手法。

Ⅳ－3　環境意識の向上に向けた取組の推進
　上下水道事業における環境施策を着実に推進するためには、全ての職員が環境問題に対する意識

を高め、環境に配慮して行動するとともに、積極的な情報提供を通じて、市民の皆様にも、上下水道

事業と環境問題の関わりを理解していただくことが重要であると考えています。

　上下水道局では、環境問題に対する職員及び市民の皆様の環境意識の向上に向けて、以下の取組

を進めていきます。

毎年度、環境計画年次報告書を作成・公表します。

環境計画に基づく取組を着実に推進するためには、上下水道局の職員一人ひとりが環境に配慮した

行動が必要であることから、局内では、環境施策に係る取組を共有するとともに、研究発表会や環境

に関する研修を開催します。さらに、新たな知見を取り入れるため、外部の講習会や研修等に職員を

積極的に派遣することで、職員の環境意識の向上を図っていきます。
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　現在行っている広報活動として、小学生の社会科学習に使用する副読本の配布、小中学生を対象とし

た作品コンクールの開催、市民や小学生等を対象とした施設見学、各種イベントでの情報提供、広報紙や

上下水道局のウェブサイトでの事業や取組についての情報発信があり、引き続き、広報活動を通じて市

民の環境学習を推進していきます。

Ⅳ－3－(3)　市民の環境学習の推進と広報活動の充実 水道 工水 下水

【計画期間の主な取組】

長沢浄水場広報施設 入江崎水処理センター広報施設

かわさきみずみずフェア

かわさき下水道フェア

川崎国際環境技術展等各種イベントにおける内容の充
実を検討します。

夏休み水道教室、夏休み下水道教室及び山北町との交
流事業を継続して実施します。

継続して作品コンクールを開催します。また、社会科副
読本は、教育委員会のＧＩＧＡスクール構想に伴い、電
子化に取り組み、環境学習を推進していきます。

入江崎水処理センター広報施設において、国内外から見学者を受け入れ、水循環の中での下水道の
役割と大切さについて学習していただくため、市内小学校等へのＰＲを行い、積極的な情報発信に
取り組んでいきます。

長沢浄水場広報施設において、自然の地形を生かした本市の水道の特徴や仕組みを水循環の流れ
に沿って学習していただくため、市内小学4年生の見学に加え、一般市民や海外からの見学者の増
加に向け、区役所や関係団体等が発行する市内施設紹介のパンフレットへの掲載等を行い、積極的
な情報発信に取り組んでいきます。

山北町交流事業

第4章　推進体制及び進行管理

【進行管理のイメージ】

PDCAサイクル

Plan（計画）
取組事項・目標の設定

Check（評価・点検）
取組結果の確認

Action（改善）
取組事項・目標の見直し

Do（実施）
取組の実施

環境コミュニケーション

市
民
の
皆
様
・
関
係
者

1　計画の推進体制1　計画の推進体制
　本計画に基づき、環境施策を着実に推進していくためには、上下水道局全体で取組を進める必要があるこ

とから、本計画の進行管理、エネルギー管理などを行う組織体制として、事業管理者を本部長とする「環境施

策推進本部」を設置し、推進本部の下には、本計画の進行管理やエネルギー管理、地球温暖化対策等を所管す

る「環境施策企画推進委員会」を設置しています。

　本計画における推進体制は、省エネ法に基づくエネルギー管理体制及び温対条例に基づく温室効果ガス削

減等の推進体制としての機能と役割を兼ね備えており、省エネルギー及び温暖化対策に係る取組を効果的に

進めていきます。

　また、本市が主催する「川崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整会議」に事業管理者が参画するほか、「川

崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整会議幹事会」などの下部組織に上下水道局職員が参画するなど、温

暖化対策をはじめとする市の環境施策との連携・整合を図りながら、率先して市の責務を果たしていきます。

2　計画の進行管理2　計画の進行管理
　本計画の最終年度である令和7(2025)年度に向けて、環境施策を着実に推進していくためには、全ての

取組事項について進捗状況を的確に把握し、PDCAサイクルを基本とした年度単位での適切な進行管理を

行う必要があります。

　各年度の取組状況・結果については、環境施策推進本部等において点検・確認を行い、環境計画年次報告

書として取りまとめ、公表することに加え、会議などを通じて、上下水道局で取組状況を共有するとともに、必

要に応じてスケジュールの見直しを行うなど、取組内容を適宜修正しながら取組を推進していきます。

3　環境情報の共有化3　環境情報の共有化
　本計画を実効性のあるものとするためには、市民の皆様をはじめ、工事関係の事業者など局外の関係者に

対して、環境関係の情報提供を積極的に行い、環境に配慮した上下水道事業の運営について、ご理解、ご協力

をいただくことが重要であると考えています。

　環境施策の取組状況は、年度ごとに環境計画年次報告書として取りまとめ、ウェブサイトなどを通じて、市

民の皆様に公表します。また、様々な機会を捉えて、環境情報を随時発信する一方で、市民意識調査などを通

じて、市民の皆様からも、上下水道事業における環境施策に関して、広くご意見、ご要望をいただけるようＰＲ

していきます。上下水道局に寄せられたご意見等は、局内で情報共有を図り、可能な限り取組に反映させなが

ら、本計画を進めていきます。

情報提供

ご意見・ご要望




